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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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序文 

この規格は，2003 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 20926 を基に作成した日本工業規格であるが， 

JIS としては不要であると判断して一部の記述を削除し，構成を変更し，更に箇条及び細分箇条に相当す

るところには箇条番号及び細分箇条番号を追加して作成した日本工業規格である。ただし，技術的内容に

ついては変更していない。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，IFPUG 4.1 版機能規模測定手法について規定する。 

この規格は，次のことを主な目的としている。 

－ 機能規模を計測するための明確で詳細な説明を提供する。 

－ IFPUG 4.1 版未調整ファンクションポイントを計測する方法の一貫性を保証する。 

－ 一般的な方法論及び技法の提出物から機能規模を計測するための指針を与える。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 20926:2003，Software engineering－IFPUG 4.1 Unadjusted functional size measurement 

method－Counting practices manual（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

 

 


